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日本コンテンツの海賊版による被害に関して

• 本来金銭を支払わなければ見ることができない漫画作品が無料で公開されることによるタダ読みの
被害額（日本語の海賊版サイト）は2021年の１年間で1兆19億円と推計（一社ABJ調べ）。2022
年度は約5,069億円、2023年度は約3,818億円…と国内では減少傾向にあったものの、世界規模で
見ると、外国語の海賊版サイトを含めると2025年度は年間8兆5,000億円と推計されている。

• また、アニメ・グッズなどを含めたコンテンツ全体の被害額は2023年に年間約2兆円前後と報道さ
れていたところ、2025年度の被害額は10兆円を超えると報道されている。

• 日本の漫画やアニメ等に対する著作権侵害、海賊版サイト運営が稼げると認識している外国人に
よって、日本国外からサイト運営・著作権侵害が行われており、出版社(JPMAC)やCODA等の開示
請求や調査により、ここ数年でその実態がより正確に把握された。

出典:2023年4月22日ワールドビジネスサテライトより
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出典:2026年1月26日 読売新聞オンラインより
出典:2025年11月2日 NHKニュースより
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• 2023年度～2025年度の複数回の調査において、漫画の海賊版サイト（日本語）の上位１０サイトのうち約
半数はベトナムから運営されていることが確認された。2024年度に世界最大の月間約4億のアクセスを集め
ていた海賊版サイト（英語）もベトナムから運営されていた。

• 直近ではインドネシアからの大手海賊版サイトの運営が確認された。
• 日本から運営されていると思われる海賊版サイトはここ5年の調査で1件のみで、その他は全て国外から運営
されていると思われる。

• 海外発の著作権侵害事案が増えたことで文化庁の公式サイトでは、【「日本国内において罪を犯した」と評
価できる場合には、日本の著作権法に基づき刑事処罰をし得ると考えられます。】と2024年になって明示
されるようになった。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/kaizoku/faq.html

出典:2021年6月3日 日本経済新聞より
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO72566940T00C21A6CM0000/

出典:2024年6月3日 自民党知的財産戦略調査会提言より
https://www.jimin.jp/news/policy/208366.html

増加する海外からの著作権侵害
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• 日本・ベトナムの首脳会談では事案の重大性から2021年、2023年に海賊版サイトの取締について合意が行
われ、外務省でも公表されている。2024年11月14日付で文化庁からベトナム公安省に対し、海賊版サイト
摘発を阻むベトナムの刑法解釈は存在しない旨を通知している。

• 警察庁においてもベトナム政府との次官級会合や、ベトナム現地の日本大使館の大使レベルからもベトナム
公安省に早期の取締要請を何度も行っている。しかし、複数のベトナム発の海賊版サイトの運営者を特定し、
ベトナム公安省に摘発要請を行い（一番古いものは知財事務局のバックアップを得て行った2021年）、各
省庁のバックアップのもとベトナム当局に摘発要請を行っているものの約5年たっても1件も摘発がされてい
ない。

• 2022年度には中国から運営されていた漫画海賊版サイト「漫画BANK」が中国現地で摘発され、以後、中
国から運営されていると思われる漫画海賊版サイトが大幅に減少した事例も存在する。
ベトナムにおいては抑止力となるような取締事例がないため、海賊版サイト運営やYouTube上での著作権
侵害投稿などの侵害行為が依然として続いている。

出典2024年10月15日 一般社団法人 日本経済団体連合会 提言より
https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/070_honbun.html

出典:2026年1月24日 共同通信より
https://news.yahoo.co.jp/articles/53265f441acaa7a5e63d715
e38f101e89e7b6bd6

増加する海外からの著作権侵害②
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• 2020年頃からベトナムからの著作権侵害が急増し、最近ではインドネシアからの侵害も確認されている。このよ
うな事情から、日本政府の出す海賊版対策の工程表でも「ベトナム」「インドネシア」は名指しされている。

• 日本の警察は海賊版サイトが利用している海外サーバ・データに対して直接の捜索差押権限がないため、情報入手
には国際捜査共助などの仕組みを利用せねばならず、相当の時間がかかることから、民間で海外での裁判手続（米
国でのサピーナ等）を利用して情報を集め、政府と連携して海外当局に摘発要請を出すルートが現在主流となって
いる。

• 官民連携した取締を効果的に行うことが重要。
• ベトナム政府に対しては前ページのとおり各省庁が働きかけを行っているが大きな進展がないため、日本政府によ
るより強い働きかけを検討する必要があると思われる。

• インドネシアにおいては、インドネシアの捜査当局であるDGIPに省庁からの出向者が存在し、より直接的に捜査
当局に働きかけができる環境にあるため、出版社等が既に当局に摘発要請を行った事案について、官民連携した取
締の実現が期待される。

出典:2025年5月30日インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニュー及び工程表より

官民連携した国際執行の重要性


